
 平成２９年５月２９日（月）から，全国の登記所（法務局）において，各種相続手続に利用
することができる「法定相続情報証明制度」がスタート！この制度を利用することで，各種相
続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります（※1）。  

  

制度の概要 

Ａ銀行(預金払戻) 

登記所(相続登記) 

戸籍書
類一式 

法定相続情報
一覧図の写し
(無料で必要な
通数を交付) 

ポイント！ 
●現行 ●新制度 

 法定相続情報証明制度の詳しい手続は，              をご覧ください。  法務局ホームページ 

①-1 市区町村の窓口で戸除籍謄 
  本等を収集します。 

①-2 法定相続情報一覧図を作成 
  します。 

①-3 所定の申出書を記載し，①-1,-2の 
  書類を添付して登記所に申出をします。 

Ａ市役所 

Ｂ市役所 

① 

申
出
（
法
定
相
続
人
又
は
代
理
人
） 

②-1 登記官による確認，法定相続情報一覧図の保管 

②-2 認証文付き法定相続情報一覧図の写しの交付， 
  戸除籍謄本等の返却 

③ 各種相続手続へお使いください。 
（戸籍の束の代わりに各種手続において提出することが可能に） 

※1 相続手続で必要となる書類は，各機関で異なりますので，必要な書類は提出先となる各機関にご照会ください。 
  

② 

確
認
・
交
付
（
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記
所
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③ 

利
用 

預金口座がいくつ
もある場合にお勧
めです。手続が同
時に進められ，時
間短縮につながり
ます。 

ポイント！ 

時間がなく，戸籍の
収集や一覧図の作成
が面倒な場合は，専
門家（※2）に依頼す
ることも可能です。 

不動産の相続登記
をお忘れなく！ 

※2 弁護士，司法書士，土地家屋
調査士，税理士，社会保険労務士，
弁理士，海事代理士，行政書士 

返却 

返却 
Ｂ銀行(預金払戻) 

福岡法務局 

あなたの相続手続を応援します！ 



 

          福岡法務局 民事行政調査官室  

福岡県司法書士会 
092-722-4131 
  

福岡県土地家屋調査士会 
092-741-5780 

福岡法務局 

     
  

 
 
 
 

 
 
 
 

相続に関する登記についてのご相談は 

    

092-721-4570 
  

相続が２回以上発生してしまうと 

相続の手続に時間がかかると 

不動産の管理が困難になると 

• 誰が相続人となるのか調査に時間がかか
る 

• 相続登記の手続費用や手数料が高額にな
る 

• 不動産が適正に管理されなくなると，様々な
社会問題が発生 

• 相続した不動産をすぐ売ることができない 
• ローンを組むときにすぐに担保に入れられ

ない 
• 適正な管理が困難になる 

 

  不動産についての権利関係が明確になり，

相続した不動産を売却しようとしたときに，す
ぐに売却の手続をすることができますし，担
保に入れて住宅ローンを組むことができます。  

司法書士の業務 

代理人となって，登記申請書を作
成し，法務局に提出することができ
ます。 

地域の活性化 安全・安心なくらし 

未来につなぐ 
産業の推進 

 
すぐに相続登記をした場合のメリット 

 
相続登記をしないで放っておいた 

場合のデメリット 

司法書士に依頼すると，相続手続がスムーズ！ 
 
戸籍等により法定相続人を確認 
相続関係説明図や遺産分割協議書等の書類を作成 
相続登記に必要な書類を収集 
登記申請書を作成し法務局に提出 etc 

土地家屋調査士の業務 

土地や建物の現況を調査し，登記
申請書を作成し，法務局に提出す
ることができます。 

 土地家屋調査士に依頼すると，現況が明確に！  
 
相続した土地の境界を確認 
未登記建物の調査・測量し，図面を作成 
現存しない建物の滅失登記 
登記申請書を作成し法務局に提出 etc 
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